
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（法人番号7050005005207）
の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　理事長

　副理事長

　理事

　監事

　非常勤役員

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

当法人の主要事業は、「食料・農業・農村」に関する総合的な試験研究である。
役員報酬の支給水準の設定を検討するにあたっては、国家公務員における研究所の長に適用される指定職

俸給表を参考としている。
（理事長については、国家公務員指定職俸給表5号俸を参考としており、同号俸が適用される国家公務員の年

間報酬額は20,233千円と推定）

当法人においては、常勤役員の俸給の月額や期末特別手当の額について、常勤役員の業績を考慮して理事
長が必要と認めるときは増減することとしている。令和７年度においては、令和６事業年度の農林水産大臣によ
る業務実績評価及び業務に対する貢献度を総合的に勘案し、対象者について12月期期末特別手当の支給率
を100分の35増加させた。

常勤役員の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当で構成している。

月額については、役員給与規程に則り、俸給（理事長：1,026,000円、副理事長：951,000
円、理事：810,000円又は869,000円、監事：551,400円以上751,000円以下）に諸手当（地域
手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当）を加算して算出すること
としている。

期末特別手当についても、役員給与規程に則り、期末特別手当基礎額（俸給の月額＋地
域手当の月額＋広域異動手当の月額＋（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当
の月額）×100分の20＋俸給の月額×100分の25）に、６月に支給する場合においては100
分の167.5、12月に支給する場合においては100分の182.5に業務実績評価及び業務への
貢献度を総合的に勘案し、対象者には理事長が決定する割合を増減して乗じ、さらに基準
日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。

また、令和７年度は、人事院勧告を参考に、令和７年４月１日から①俸給月額を引き上げ
（平均改定率：2.7％）、②期末特別手当の年間支給月数の引上げ（0.05月分）を実施した。
③通勤手当については、自動車等使用者に対し、距離区分に応じて月額200円から7,100
円の範囲で引き上げるとともに、支給限度額を15万円に拡大した。また、新幹線等の特別料
金についても限度額の範囲内で全額支給することとし、採用時から新幹線等に係る通勤手
当の支給を可能とするなどの支給要件の拡大を行った。

非常勤役員の報酬支給基準は、非常勤役員手当（日額）と通勤手当で構成している。
支給額は、役員給与規程に則り、非常勤役員手当（勤務１日につき31,100円）と通勤手当

の日額に出勤日数を乗じて算出することとしている。
令和７年度は、人事院勧告を参考に、令和７年４月１日から非常勤役員手当額を700円引

き上げた。

（※令和７年度は該当者はいない。）



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

理事長 1,477 （地域手当）

20,085 12,312 6,296 0 （通勤手当） 3月31日
千円 千円 千円 千円

副理事長 1,369 （地域手当） ＊
18,796 11,412 5,836 179 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

A理事 1,251 （地域手当） ※
17,062 10,428 5,333 50 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

B理事 1,502 （地域手当） ◇
17,505 10,428 4,936 639 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

C理事 1,317 （地域手当） ◇
17,169 10,428 4,890 534 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

D理事 1,251 （地域手当） ※
16,577 10,428 4,848 50 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

E理事 1,251 （地域手当） ※
16,577 10,428 4,848 50 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

F理事 1,251 （地域手当）

360 （単身赴任手当）

16,911 10,428 4,848 24 （通勤手当） 3月31日
千円 千円 千円 千円

G理事 1,251 （地域手当） ※
17,090 10,428 5,333 78 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

H理事 1,251 （地域手当） ※
17,102 10,428 4,848 575 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

I理事 1,251 （地域手当） ※
16,615 10,428 4,848 88 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

J理事 1,251 （地域手当） ※
16,577 10,428 4,848 50 （通勤手当） 3月31日

千円 千円 千円 千円

A監事 1,081 （地域手当）

14,892 9,012 4,190 609 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

B監事 1,081 （地域手当）

14,445 9,012 4,190 162 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

C監事 1,081 （地域手当） ◇
14,878 9,012 4,190 595 （通勤手当）

注１：

注２：

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

「前職」欄の記号は、役員の前職の種類別に、「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行
政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者であり、該当がない場合
は空欄。

「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給している
ものである。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　理事長

　副理事長

　理事

　監事

注：

【主務大臣の検証結果】

他の国立研究開発法人の令和６年度における平均報酬額は、常勤職員数が1,000人以上である13法人
の令和６年度分の公表値を基に算定した値（通勤手当を除く。）である。

当法人は、農林水産省の試験研究機関を統合し設立された我が国最大の「食料・農業・農
村」に関する総合的な試験研究機関であり、高度な専門分野の研究所及び全国を地域別に
カバーする研究センター等を配置し、我が国の農業の発展のための研究開発を行っている。

このような機関を代表し、その業務を総理する理事長として、当該分野の研究に実績のあ
る者を招聘する必要があり、当該分野の他機関と同程度の待遇とする必要があることから、
一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

各法人の公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（令和６年度）」の
「役員報酬等の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人
の理事長の年間報酬額を算出した（令和６年度における平均報酬額は20,997千円（推定値）
注）ところ、これより低いものとなっている。（当法人理事長の報酬額20,085千円（通勤手当を
除く。））

これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

理事長を補佐して当法人の業務を掌理する副理事長として、一般職の職員の給与に関す
る法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

各法人の公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（令和６年度）」の
「役員報酬等の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人
の副理事長の年間報酬額を算出した（令和６年度における平均報酬額19,574千円（推定値）
注）ところ、これより低いものとなっている。（当法人副理事長の報酬額18,617千円（通勤手当
を除く。））

これらを踏まえると、当法人の副理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

理事長及び副理事長を補佐して当法人の業務を掌理する理事として、一般職の職員の給
与に関する法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

各法人の公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（令和６年度）」の
「役員報酬等の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法
人の理事の年間報酬額を算出した（令和６年度における平均報酬額16,547千円（推定値）
注）ところ、これをわずかに上回るものの概ね同程度の水準となっている。（当法人理事の平
均報酬額16,705千円（通勤手当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の理事の報酬水準は妥当なものと考える。

当法人の業務を監査する監事として、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給
表を参考として報酬水準を設定している。

各法人の公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（令和６年度）」の
「役員報酬等の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法
人の監事の年間報酬額を算出した（令和６年度における平均報酬額14,448千円（推定値）
注）ところ、これより低いものとなっている。（当法人監事の平均報酬額14,283千円（通勤手
当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の監事の報酬水準は妥当なものと考える。

役員の報酬は、総務省ホームページに掲載の「独立行政法人における役職員の給与水

準（令和６年度）」を基に、職員数が同等規模である他の国立研究開発法人の役員の年間

報酬額と比較しても同程度あるいは低い水準となっている。

当該法人は、農業・食品産業に関する技術的な課題を担う中核的な試験研究機関を統括

し、業務を遂行していることや、予算規模・役職員数などを総合的に鑑みると、妥当な報酬

水準であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

理事長 該当者なし

副理事長 該当者なし

理事 該当者なし

監事 該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分
理事長

副理事長

理事

監事

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

（業績給の仕組み）
常勤役員の業績を考慮して理事長が必要と認めるときは、俸給の月額や期末特別手当の額を増減する仕組み

としている。
（今後の対応方針）

現在の業績給の仕組みを継続していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

③ 給与制度の内容

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

当法人においては、業績給を導入し、職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率を次により決定
している。
（１）昇給
勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層、中間層及び管理職層に区分し、さらにそれぞれの職員層毎

に、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定し、毎年１月１日に前年１年間の勤務成績を判定し
昇給させる仕組みとしている。

さらに、研究職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を挙げたと認められる場合等には、特別な
昇給を行っている。
（２）勤勉手当（査定分）
職員の勤務成績に応じ、100分の222.5（特定管理職員にあっては、100分の262.5）を超えない範囲内におい

て成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給している。

職員の給与は、職員給与規程に則り、俸給、俸給調整額及び諸手当（俸給の特別調整額、扶養手当、地域
手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、
期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当及び在勤手当）を支給している。

※職種の別により、支給の対象となる手当が異なる。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額＋広域異動手
当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に、６月に支給する場合においては、100分の125（特定管理
職員にあっては100分の105）、１２月に支給する場合においては、100分の127.5(特定管理職員にあっては100
分の107.5）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当の月額＋役職段
階別加算額＋管理職加算額）に、理事長が定める基準に従って得られる割合（成績率）を乗じ、さらに基準日
以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

当法人の職員の給与水準については、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当法人の業務実績
並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮し設定している。

人件費管理の基本的方針については、中長期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正
な配置及び合理化を行い、中長期計画に記載した人件費の見積りの範囲内で適切に管理を行うこととしている。



④ 給与制度の令和７年度における主な改定内容

令和７年度の給与改定については、人事院勧告を踏まえ、令和７年４月１日から以下のとおり給与及び各種
手当の支給基準の見直しを行った。

①俸給については、一般職８級以上及び研究職５級以上の上位級においては職責を重視した俸給体系に見
直し、号俸の大括り化等により、昇格・昇給時に、成績優秀者の給与上昇幅がより大きくなる仕組みとした。
また、上位級以外の区分についても、各級の初号近辺の号俸をカットし、初号の俸給月額を引き上げた。
さらに、若年層に特に重点を置きつつ、おおむね30歳台後半までの職員を中心に、全職員を対象として、全俸
給表を引き上げ（平均改定率：全体で3.44％）、初任給についても一般職（大卒程度）で12,000円、研究職（修
士課程修了）で12,400円を引き上げた。

②地域手当については、支給区分を３区分から５区分に再編し、支給割合を設定。
（俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の１２、６及び３％に相当する額→１５、１２、９、６及び
３％に相当する額。ただし、支給割合の引下げは１年１ポイントずつ段階的に激変緩和の措置を設ける）
また、異動保障の期間を２年間から３年間に延長し、３年目の支給割合は異動等前の支給割合の６０％とした。

③扶養手当については、配偶者に係る手当額を、一般職８級相当以上の職員については廃止（現行3,500円
→0円）し、一般職７級相当以下の職員については、２年かけて廃止（現行6,500円→令和７年度3,000円→令和
８年度０円）した。
また、これにより得られる原資を用いて、子に係る手当額を段階的に引き上げた。
（現行10,000円→令和７年度11,500円→令和８年度13,000円）

④期末・勤勉手当については、年間支給月数を年間4.60月分から4.65月分へと引き上げた。

⑤通勤手当については、自動車等使用者に対し、距離区分に応じて月額200円から7,100円の範囲で引き上げ
るとともに、支給限度額を15万円に拡大した。また、新幹線等の特別料金についても限度額の範囲内で全額支
給することとし、採用時から新幹線等に係る通勤手当の支給を可能とするなどの支給要件の拡大を行った。

⑥単身赴任手当については、採用時からでも支給を可能とするなどの支給要件の拡大を行った。

⑦寒冷地手当については、支給地域区分の見直しを行った。

⑧特地勤務手当等については、従来の「現俸給＋現扶養手当」と「異動時の俸給＋異動時の扶養手当」を併
用した算定方法を、制度の簡素化と業務効率化のため「現俸給＋現扶養手当」のみに統一した。
また、特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当の減額調整を廃止し、さらに、特地勤務手当に準ずる手当
の支給対象を、異動に伴う住居移転だけでなく採用に伴う住居移転にも拡大した。



２　職員給与の支給状況

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,185 47.8 8,463 6,107 87 2,356
人 歳 千円 千円 千円 千円

982 45.8 7,019 5,021 87 1,998
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,123 49.6 9,862 7,158 86 2,704
人 歳 千円 千円 千円 千円

75 48.0 5,971 4,290 78 1,681
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 60.7 15,310 10,812 221 4,498

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

111 50.8 7,383 5,446 101 1,937
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 51.6 7,033 5,147 104 1,886
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 47.8 8,721 6,588 87 2,133

人 歳 千円 千円 千円 千円

181 63.5 4,467 3,690 79 777
人 歳 千円 千円 千円 千円

62 63.5 4,456 3,683 86 773
人 歳 千円 千円 千円 千円

84 63.5 4,735 3,908 72 827
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 63.4 3,841 3,175 84 666

人 歳 千円 千円 千円 千円

205 54.8 3,653 3,653 96 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

106 57.8 3,891 3,891 128 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 48.6 3,920 3,920 60 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

91 51.9 3,352 3,352 61 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額。
注３：「技術専門職員」とは、試験圃場管理、実験動物管理、その他庁務及びこれらに準ずる専門的業務に

　　従事する職種を示す。
注４：「指定職員」とは、研究所長等のうち理事長が定める役職を占める職員を示す。
注５：「委託費等雇用職員」とは、委託費等から給与を支給している非常勤職員を示す。
注６：医療職種及び教育職種については当法人において該当者が存在しないため記載を省略している。

委託費等雇用職員

非常勤職員

研究職種

事務・技術

技術専門職員

常勤職員

事務・技術

うち賞与平均年齢

研究職種

再雇用職員

在外職員

任期付職員

事務・技術

研究職種

区分

技術専門職員

指定職員

事務・技術

研究職種

うち所定内
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：3,528人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：2,477人



③

注：②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注：年齢20－23歳には当法人に該当者はいない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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④ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

25 57.7 10,823
31 55.7 9,301
90 55.5 8,969

236 55.3 7,664
383 45.4 6,727
49 27.7 4,985

168 29.5 4,830

（研究職員）

平均
人 歳 千円

132 56.7 12,758
58 53.2 10,684

571 52.5 10,329
201 49.6 8,862
161 31.9 6,183

⑤ 賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.0 43.7 44.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

54.0 56.3 55.2

％ ％ ％

 最高～最低 57.3～49.0 58.8～51.0 58.1～50.0

％ ％ ％

53.5 51.4 52.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.5 48.6 47.6

％ ％ ％

 最高～最低 52.7～40.2 54.4～32.4 53.5～36.6

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.2 46.5 46.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

53.8 53.5 53.7

％ ％ ％

 最高～最低 62.6～43.3 55.6～43.0 59.4～44.5

％ ％ ％

52.6 53.2 52.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.4 46.8 47.1

％ ％ ％

 最高～最低 62.6～32.8 55.6～43.5 59.4～41.0

平均年齢

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

6,573～3,820
5,859～4,322

人員

分布状況を示すグループ 人員

13,626～6,519

分布状況を示すグループ

千円

部 長

本部研究課長

年間給与額

最高～最低
千円

研  究  員

15,559～9,632

13,230～7,948
13,059～9,346

7,100～4,935

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

13,645～8,969

9,440～4,722

10,812～6,356

10,762～4,715

部 長

本　部　課　長

地　方　課　長

課　長　補　佐

係 長

11,348～7,181

地　方　係　員

本　部　係　員

地方研究課長

主 任 研 究 員

平均年齢

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢勘案 92.8
・年齢・地域勘案 96.9
・年齢・学歴勘案 95.1
・年齢・地域・学歴勘案 98.0

 【 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合99.8％ 】
 （ 国からの財政支出額　100,462百万円、
　　支 出 予 算 の 総 額  100,630百万円 ：令和７年度予算 ）
 【 累積欠損額　130百万円（令和６年度決算） 】

 【 管理職の割合　14.3％】
　（常勤職員数917名中131名） 
 【 大卒以上の高学歴者の割合　39.3％ 】
　（常勤職員数917名中360名）
 【 支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　35.8％ 】
 （ 支　 　出　 　総　 　額　74,333百万円、
　　給与・報酬等支給総額 26,579百万円 ： 令和６年度決算 ）
【検証結果】

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

注：

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合について、当法人は、
国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収入等
で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっているこ
とに鑑み、引き続き適正な水準の維持に努める。
　累積欠損額について、民間研究特例業務勘定の累積欠損金130百万円
は、政府出資金を財源として民間会社へ研究委託を行う事業であるため一
時的に発生したものであり、研究終了後、商品化による売上納付金で欠損
金を解消することとなっており、給与水準に関係するものではない。
　当法人の職員給与規程及び給与水準は、国家公務員の職員給与を規定
している一般職の職員の給与に関する法律等に基づく国家公務員の給与
水準を参考としており、妥当と判断する。

講ずる措置
　中長期計画における人事に関する計画に基づき人員の適正な配置を行
い、給与については、職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等を考
慮し、引き続き適正な給与水準となるように努める。

　給与水準は国家公務員より低い水準であるものの、国家公務員を参考に
した給与規程に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な
水準にあると考える。

対国家公務員
指数の状況

項目 内容

令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改
正されたところ、各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域
手当の支給割合による推計値を用いており、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴
勘案）に用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終了後のものによってい
る。



研究職員

・年齢勘案 97.9
・年齢・地域勘案 102.0
・年齢・学歴勘案 97.6
・年齢・地域・学歴勘案 101.1

 【 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合99.8％ 】
 （ 国からの財政支出額　100,462百万円、
　　支 出 予 算 の 総 額  100,630百万円 ：令和７年度予算 ）
 【 累積欠損額　130百万円（令和６年度決算） 】

 【 管理職の割合　17.1％ 】
　（常勤職員数1,036名中177名）
 【 大卒以上の高学歴者の割合100％ 】
　（常勤職員数1,036名中1,036名）
 【 支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　35.8％ 】
 （ 支　 　出　 　総　 　額　74,333百万円、
　　給与・報酬等支給総額 26,579百万円 ： 令和６年度決算 ）
【検証結果】

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

注：

講ずる措置

　　当法人の職員給与規程は、国家公務員の職員給与を規定している「一
般職の職員の給与に関する法律」等を参考にしている。
　中長期計画における人事に関する計画に基づき人員の適切な配置を行う
とともに、給与については、職務の特性や国家公務員・民間企業の給与等
を考慮し、引き続き適正な給与水準となるように努めるものとする。

　給与水準の妥当性の
　検証

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合について、当法人は、
国からの財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収入等
で運営されており、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっているこ
とに鑑み、引き続き適正な水準の維持に努める。
　累積欠損額について、民間研究特例業務勘定の累積欠損金130百万円
は、政府出資金を財源として民間会社へ研究委託を行う事業であるため一
時的に発生したものであり、研究終了後、商品化による売上納付金で欠損
金を解消することとなっており、給与水準に関係するものではない。
　当法人の職員給与規程及び給与水準は、国家公務員の職員給与を規定
している一般職の職員の給与に関する法律等に基づく国家公務員の給与
水準を参考としており、妥当と判断する。

内容

対国家公務員
指数の状況

　給与水準は国家公務員とほぼ同じ水準であり、国家公務員を参考にした
給与規程に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な水準
にあると考える。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えて
いるのは、勤務地が全国広範囲に所在していることから、広域異動手当及
び寒冷地手当等を受給する職員の割合が高いためである。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人は、全国に研究拠点等を配置し、全国的な異動を実施しているた
め、広域異動手当及び単身赴任手当の受給者の割合が国家公務員に比
べて高くなっている。また、寒冷地における研究拠点の職員数が多いため、
寒冷地手当の受給者の割合についても国家公務員に比べて高くなってい
る。さらに、住居手当の受給者の割合についても国家公務員に比べて高く
なっている。
　これらのことが、「年齢・地域勘案」及び「年齢・地域・学歴勘案」での指数
が100を超える要因となっていると推察される。

〈各種手当の受給者の割合〉
広域異動手当 ：3.8％（国0.4％）
単身赴任手当 ：4.1％（国3.9％）
寒冷地手当 ：11.4％（国0.1％）
住居手当 ：43.7％（国33.8％）

※国家公務員の数値は、令和７年国家公務員給与等実態調査報告書（人
事院）より算出

項目

令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改
正されたところ、各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域
手当の支給割合による推計値を用いており、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴
勘案）に用いる国家公務員の地域手当の級地区分も同様に経過措置終了後のものによってい
る。



４　モデル給与

○ 22歳（大卒初任給）

月額232,000円　年間給与3,872,000円

○ 35歳（本部係長）

月額343,800円　年間給与5,819,000円

○ 50歳（本部課長補佐）

月額454,300円　年間給与7,796,000円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者　月額3,000円、子１人につき

　月額11,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：

総人件費について参考となる事項

退職手当支給額

37,424,93438,381,207

4,351,3844,379,447 4,319,865 4,380,301

25,556,983

3,196,690 3,070,097 1,155,319 2,983,960

25,959,564 26,578,771

4,612,908

38,662,757

給与、報酬等支給総額
26,419,225

区　　分

最広義人件費

非常勤役職員等給与
4,385,845 4,477,989 4,678,519

福利厚生費

4,538,342

36,173,703 38,452,457

非常勤役職員等給与について、財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与明細」の非常
勤職員給与には、人材派遣会社等からの人材派遣サービスの経費が計上されていないため
本表とは一致しない。

27,518,297

1,611,365

4,920,187

（業績給の仕組み）
職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率を決定している。

（今後の対応方針）
現在の業績給の仕組みを継続していく。

①給与、報酬等支給総額については、主に給与改定の影響により対前年度比＋3.53％となり、退職手当支給額に
ついては、定年年齢引き上げに伴い定年退職者が大幅に減少（△77人）したため対前年度比△46.0％の減額と
なった。非常勤役職員給与については、主に再雇用職員の給与改定の影響及び非常勤職員の賃金単価の引上げ
により対前年度比+8.41％となり、また、これらの増減要因により福利厚生費が対前年度比+6.01％となった。

上記の要因により最広義人件費は前年度比＋0.55％となっている。

② 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、平成30年１月以降、
以下の措置を講ずることとした。

・役員の退職手当について、平成30年１月より、在職期間に応じて計算される支給額に、100分の83.7の割合を乗じ
て得られる額へ引き下げる改正
・職員の退職手当について、平成30年３月より、退職する者の退職する理由及び勤続期間に応じて計算される支給
率に、100分の83.7の割合を乗じて得られる額へ引き下げる改正

なお、職員への周知期間を確保したため、措置の開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30年１月１日）と
異なる取扱いとなっている。



Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

特になし

令和５年４月１日に、国と同様に常勤職員の定年年齢を６０歳から段階的に６５歳に引き上げることとした。（定年年
齢の特例として、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの期間の定年年齢は６２歳）

定年年齢の引上げに伴い、原則６０歳到達後に管理監督職にある職員は、非管理監督職へ異動させる役職定年
制を導入したほか、職員の俸給月額については、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後から適用される俸給月
額に１００分の７０を乗じた額とすることとした。
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